
お知らせ

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

　
　

開
設
予
定
事
業
者
の

　
　
　
　

事
前
協
議
申
請
受
け
付
け

　

平
成
18
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
制

度
改
正
に
伴
い
、
介
護
が
必
要
な
状

態
に
な
っ
て
も
、
で
き
る
限
り
住
み

慣
れ
た
自
宅
や
地
域
で
生
活
を
継
続

で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
利
用
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
な

ど
、
地
域
に
密
着
し
た
こ
れ
ら
の
サ

ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
新
た
に
始
め
る

予
定
が
あ
る
事
業
者
は
申
請
の
受
け

付
け
を
行
い
ま
す
の
で
、
事
前
協
議

申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
応
募
資
格
＝
市
内
で
事
業
開
始
を

　

予
定
し
て
い
る
法
人
格
を
有
す
る

　

事
業
者

■
応
募
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
は

　
　
　
　
　
　
　
　

次
の
３
つ
で
す
。

　

①
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

　
　
（
甑
島
地
域
）

　

②
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護（
川

　
　

北
・
東
郷
地
域
お
よ
び
甑
島
地

　
　

域
）

　

③
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護（
川
南

　
　

地
域
）

●
応
募
様
式
＝
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

　

ス
事
前
協
議
申
請
書

　

＊
本
庁
２
階
国
保
介
護
課
介
護
審

　
　

査
グ
ル
ー
プ
窓
口
で
交
付
し
ま

　
　

す
。

●
応
募
期
間
＝
８
月
27
日（
月
）〜
９

　

月
21
日（
金
）17
時
ま
で
に
必
着

　

＊
直
接
応
募
す
る
場
合
は
、
土
・

　
　

日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く

●
応
募
方
法
＝
直
接
ま
た
は
郵
送

●
応
募
・
問
合
先
＝
本
庁
国
保
介
護

　

課
介
護
審
査
Ｇ（
内
線
２
６
５
１
）

環
境
フ
ェ
ア
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

　

家
庭
で
不
要
に
な
っ
た
日
用
雑
貨

・
衣
類
・
贈
答
品
な
ど
を
交
換
・
販

売
し
、
身
近
な
リ
サ
イ
ク
ル
を
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

＊
仕
入
れ
販
売
な
ど
の
営
業
行
為
は

　

で
き
ま
せ
ん
。

●
と
き
＝
10
月
20
日（
土
）

　

９
時
30
分
〜
14
時
30
分

●
と
こ
ろ
＝
サ
ン
ア
リ
ー
ナ
せ
ん
だ

　

い　

メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ

●
予
定
区
画
＝
１
区
画
約
10
㎡
の
30

　

区
画（
定
員
に
な
り
次
第
、
締
切
）

●
応
募
資
格
＝
本
市
に
居
住
す
る
方

　

＊
団
体
の
場
合
、
代
表
者
は
20
歳

　
　

以
上

●
応
募
方
法
＝
は
が
き
ま
た
は
フ
ァ

　

ク
ス（
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職

　

業
・
参
加
人
数
・
電
話
番
号
を
記

　

入
）

●
応
募
締
切
＝
９
月
21
日（
金
）必
着

　

＊
締
切
後
、
参
加
要
領
を
送
付

●
応
募
・
問
合
先
＝
本
庁
環
境
課
廃

　

棄
物
対
策
Ｇ（
内
線
２
７
３
１
）

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
受
け
入
れ
家
庭

　

県
内
に
在
住
の
外
国
語
指
導
助
手

や
国
際
交
流
員
、
留
学
生
と
本
市
の

伝
統
行
事「
川
内
大
綱
引
」見
学
な
ど

を
通
し
て
交
流
す
る
受
け
入
れ
家
庭

を
募
集
し
ま
す
。

●
受
入
期
間
＝
９
月
22
日（
土
）・
23

　

日（
日
）　

１
泊
２
日

●
定
員
＝
10
家
庭（
定
員
に
な
り
次

　

第
、
締
切
）

●
申
込
締
切
＝
９
月
５
日（
水
）

●
申
込
方
法
＝
住
所
・
氏
名
・
連
絡

　

先
を
直
接
、
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
ま

　

た
は
電
子
メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
く

　

だ
さ
い
。

●
申
込
・
問
合
先
＝
薩
摩
川
内
市
国

　

際
交
流
協
会

　

０
９
９
６（
２
２
）７
７
４
０

　

０
９
９
６（
２
２
）７
７
３
０

　

kssb@
ninus.ocn.ne.jp

道
路
交
通
法
の
一
部
改
正

　

道
路
交
通
法
が
一
部
改
正
さ
れ
、

飲
酒
運
転
の
厳
罰
化
や
自
転
車
に
関

す
る
規
定
の
見
直
し
な
ど
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
交
通
ル
ー
ル
を
順
守
し
、

交
通
事
故
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

【
悪
質
・
危
険
運
転
者
対
策
】

■
飲
酒
運
転
に
対
す
る
罰
則
引
き
上

　

げ

　

▼
運
転
者
・
車
両
提
供
者
＝
５
年

　
　

以
下
の
懲
役
ま
た
は
１
０
０
万

　
　

円
以
下
の
罰
金

　

▼
酒
類
提
供
者
・
同
乗
者
＝
３
年

　
　

以
下
の
懲
役
ま
た
は
50
万
円
以

　
　

下
の
罰
金

■
ひ
き
逃
げ
に
対
す
る
罰
則
引
き
上

　

げ
＝
10
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
１

　

０
０
万
円
以
下
の
罰
金

【
高
齢
運
転
者
対
策
な
ど
】

■
免
許
更
新
時
の
認
知
機
能
検
査
の

　

導
入（
75
歳
以
上
）

■
高
齢
運
転
者
標
識
の
表
示
義
務
付    

　

け（
75
歳
以
上
）

【
自
転
車
利
用
者
対
策
】

■
自
転
車
が
歩
道
通
行
で
き
る
要
件

　

の
明
確
化

　

▼
児
童
、
幼
児
が
運
転
す
る
と
き

　

▼
安
全
確
保
の
た
め
に
や
む
を
得

　
　

な
い
と
き

■
児
童
・
幼
児
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用

　

努
力
義
務
の
導
入

【
被
害
軽
減
対
策
】

■
後
部
座
席
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
の

　

義
務
付
け

●
問
合
先
＝
本
庁
防
災
安
全
課
危
機

　

管
理
Ｇ（
内
線
４
９
４
１
）

下
水
道
事
業
関
係
図
書
の
縦
覧

　

川
内
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変

更
許
可
に
伴
い
、
関
係
図
書
の
縦
覧

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
時
間
＝
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　

＊
土
・
日
曜
日
・
祝
日
は
除
く

●
と
こ
ろ
＝
水
道
局
下
水
道
課（
東

　

郷
支
所
内
）

●
種
類
＝
川
内
都
市
計
画
下
水
道
事

　

業

  

そ
の
他
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